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国民健康保険制度についてのお知らせ
国民皆保険制度
病気やケガをしたときに、医療費などの負担を軽減し、安心して治療が受けられるように、必ずすべての方が

いずれかの公的医療保険に加入することになっています。これを国民皆保険制度といいます。
公的医療保険とは、会社などの健康保険（健康保険組合、共済組合など）や市町村の国民健康保険をいいま

す。生命保険、傷害保険などは公的医療保険ではありません。
したがって、会社などの健康保険に加入していない方は国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険に加入または脱退するときは届出を
国民健康保険は、会社などの健康保険などとは違い、加入も、脱退も、異動があった日から14日以内に

世帯主が届出をしなければなりません。加入の届出が遅れた場合、資格ができた月までさかのぼって国民健
康保険税を納めていただきます。また、届出が遅れた間の医療費は、特別な理由がない限り全額自己負担と
なりますので、ご注意ください。

退職者医療制度
会社を退職した人は、その職場の健康保険の資格を失い、国民健康保険に加入することになります。年金

を受けるようになった65歳未満の方とその扶養家族の方で、下記の条件に当てはまる場合は「退職者医療制
度」で医療を受けることになり、資格は年金の受給権が発生した日からです。年金証書を受けとった日から
14日以内に届出をしてください。退職者医療の保険証（被保険者証の右上に ）を交付します。
【対　象】　次のすべての条件にあてはまる方とその扶養家族の方
・国民健康保険に加入している方。
・厚生年金や共済年金などを受けていて、加入期間が20年以上または40歳から10年以上ある方。
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こんなときは14日以内に届出を
こんなときは 持参するもの

国
保
に

加
入

他市区町村から転入 印鑑、転出証明書
職場の健康保険をやめた 印鑑、職場の健康保険資格喪失証明書
子どもが生まれた 印鑑、母子健康手帳

国
保
を

脱
退

他市区町村へ転出 印鑑、該当する方の保険証
（世帯主の転出・死亡の場合は全員の保険証）死亡

職場の健康保険に加入 印鑑、国保の保険証、職場の保険証

そ
の
他

市内で住所が変わった

印鑑、全員の保険証世帯が分かれたり、一緒になった
世帯主が変わった
保険証の内容を訂正する
修学などのため他市へ転出 印鑑、保険証、在学証明書
保険証を紛失した 印鑑、身分を証明するもの（運転免許証など）
退職者医療制度に入る 印鑑、保険証、年金証書
退職者医療制度をやめる 印鑑、退職者保険証


